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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
四
十
号
）（
地
域
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

鳩
ケ
谷
市
の
川
口
市
へ
の
編
入
に
伴
い
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
川
口
市
が 

 

処
理
す
る
こ
と
と
し
、
及
び
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

処
理
す
る
市
町
村
が
拡
大
す
る
事
務
（
一
事
務
） 

㈡ 

鳩
ケ
谷
市
の
川
口
市
へ
の
編
入
に
伴
う
規
定
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 



条 
 

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
「
、
鳩
ケ
谷
市
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
四
十
五
項
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
」
の
下
に
「
、
川
口
市
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 埼

玉
県
条
例
第
四
十
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
鳩
ケ
谷
市
の
川
口
市
へ
の
編
入
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四

十
一
号
）（
地
域
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

鳩
ケ
谷
市
の
川
口
市
へ
の
編
入
に
伴
い
、
関
係
条
例
を
整
備
す
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

 
 

関
係
十
条
例
に
つ
い
て
、
所
管
区
域
等
か
ら
の
市
名
の
削
除
及
び
所
在
地
の
表
示
の
変
更 

 

を
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 

   



条 
 

例 

 
鳩
ケ
谷
市
の
川
口
市
へ
の
編
入
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

  
 

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

鳩
ケ
谷
市
の
川
口
市
へ
の
編
入
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
、
鳩
ケ
谷
市
」
を
削
る
。 

 

 

一 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の

表
区
域
の
欄 

 

二 

埼
玉
県
保
健
所
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
一
項
の
表
埼
玉
県 

 
 

川
口
保
健
所
の
項
所
管
区
域
の
欄 

 

三 

埼
玉
県
県
税
事
務
所
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）
本
則
の
表
埼
玉
県

川
口
県
税
事
務
所
の
項
所
管
区
域
の
欄 

 

四 

埼
玉
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）

第
五
条
第
二
項
の
表
及
び
第
六
条
第
二
項
の
表 

 

五 

埼
玉
県
家
畜
保
健
衛
生
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
四
十
二

年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
一
条
の
表
埼
玉
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
管
轄
区
域

の
欄 

 

六 

埼
玉
県
環
境
管
理
事
務
所
設
置
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）
第
二
条
の 

 
 

表
埼
玉
県
中
央
環
境
管
理
事
務
所
の
項
所
管
区
域
の
欄 

 

七 

埼
玉
県
児
童
相
談
所
設
置
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
一
項
の
表

埼
玉
県
南
児
童
相
談
所
の
項
所
管
区
域
の
欄 

 

八 

埼
玉
県
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
二

条
の
表
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
の
項
所
管
区
域
の
欄 

 

（
埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の 

 

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
号
の
表
埼
玉
県
立
鳩
ケ
谷
高
等
学
校
の
項
中
「
鳩
ケ
谷
市
」
を
「
川
口
市
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第 

 

七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
一
号



 
 

第
四
条
の
表
荒
川
左
岸
南
部
流
域
下
水
道
の
項
流
域
関
連
公
共
下
水
道
の
処
理
区
域
の
存
す 

 
る
市
町
の
欄
中
「
、
戸
田
市
及
び
鳩
ケ
谷
市
」
を
「
及
び
戸
田
市
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

           



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
私
立
高
校
生
修
学
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二

号
）（
学
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

国
の
東
日
本
大
震
災
復
旧
の
一
環
と
し
て
交
付
さ
れ
る
「
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
臨
時

特
例
交
付
金
」
を
原
資
と
し
て
、「
埼
玉
県
私
立
高
校
生
修
学
支
援
基
金
」
に
積
み
増
す
こ
と

に
よ
り
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
就
学
が
困
難
に
な
っ
た
生
徒
等
の
教
育
機
会
を
確
保
す
る
。 

二 

内
容 

㈠ 
 

条
例
の
名
称
を
「
埼
玉
県
私
立
高
校
生
修
学
及
び
被
災
児
童
生
徒
就
学
等
支
援
基
金
条

例
」
に
変
更
す
る
。 

㈡ 

事
業
及
び
対
象
者
を
拡
大
す
る
。 

ア 

市
町
村
が
実
施
す
る
幼
稚
園
就
園
奨
励
事
業
（
対
象
者
：
幼
稚
園
の
幼
児
） 

イ 

市
町
村
が
実
施
す
る
就
学
援
助
事
業
（
対
象
者
：
小
学
校
の
児
童
、
中
学
校
の
生
徒
） 

ウ 

都
道
府
県
が
実
施
す
る
就
学
奨
励
事
業
（
対
象
者
：
特
別
支
援
学
校
の
幼
児
、
児
童
、

生
徒
） 

エ 

都
道
府
県
が
実
施
す
る
授
業
料
等
減
免
補
助
事
業
（
対
象
者
：
私
立
学
校
（
私
立
専 

修
学
校
、
各
種
学
校
を
含
む
。）
の
幼
児
、
児
童
、
生
徒
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

            



条 
 

例 

埼
玉
県
私
立
高
校
生
修
学
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
私
立
高
校
生
修
学
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
私
立
高
校
生
修
学
支
援
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
私
立
高
校
生
修
学
及
び
被
災
児
童
生
徒
就
学
等
支
援
基
金
条
例 

 

第
一
条
中
「
及
び
」
を
「
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
に
、
「
の
高
等

部
を
含
む
。
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
（
高
等
部
に
限
る
」
に
改
め
、
「
生
徒
」
の
下
に
「
及

び
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ

れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
）
に
よ
る
被
害
を
受
け
、
経
済
的
理
由

に
よ
り
就
学
等
が
困
難
な
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
、

私
立
の
高
等
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
」
を

加
え
、
「
埼
玉
県
私
立
高
校
生
修
学
支
援
基
金
」
を
「
埼
玉
県
私
立
高
校
生
修
学
及
び
被
災
児
童

生
徒
就
学
等
支
援
基
金
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
な
私
立
の
高
等
学
校
の
生
徒
の
教
育
機
会
を
確

保
す
る
た
め
に
実
施
す
る
」
を
「
第
一
条
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
三
号
）（
税
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
不
動
産
取
得
税
の
納
税
義
務
の
免
除
措
置
の
一
部
を
廃 

止
す
る
改
正
を
行
う
ほ
か
、
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

廃
止
さ
れ
る
不
動
産
取
得
税
の
納
税
義
務
の
免
除
措
置 

 
 

 

次
に
掲
げ
る
措
置
を
廃
止
す
る
。 

 
 

ア 

市
街
地
再
開
発
組
合
が
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴
い
取
得
し
た
保
留
床 

を
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
組
合
の
組
合
員
に
譲
渡
し
た
場
合
に
お
け
る
納
税
義
務
の
免 

除
措
置 

 
 

イ 

再
開
発
会
社
が
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴
い
取
得
し
た
保
留
床
を
、
一 

定
の
期
間
内
に
従
前
の
権
利
者
に
譲
渡
し
た
場
合
に
お
け
る
納
税
義
務
の
免
除
措
置 

 
 

ウ 

再
開
発
会
社
が
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴
い
取
得
し
た
保
留
床
を
、
一 

定
の
期
間
内
に
従
前
の
権
利
者
に
譲
渡
し
た
場
合
に
お
け
る
納
税
義
務
の
免
除
措
置 

 
 

エ 

住
宅
街
区
整
備
組
合
が
住
宅
街
区
整
備
事
業
の
施
行
に
伴
い
取
得
し
た
保
留
床
を
、
一 

定
の
期
間
内
に
当
該
組
合
の
組
合
員
に
譲
渡
し
た
場
合
に
お
け
る
納
税
義
務
の
免
除
措 

置 
 

 
 

 
 

 
 

オ 

防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
等
が
防
災
街
区
整
備
事
業
の
施
行
に
伴
い
取
得
し
た
保
留
床 

を
、
一
定
の
期
間
内
に
従
前
の
権
利
者
に
譲
渡
し
た
場
合
に
お
け
る
納
税
義
務
の
免
除
措 

置 

 
 

カ 

事
業
協
同
組
合
等
が
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
に
規
定
す
る
資
金
の 

貸
付
け
を
受
け
て
取
得
し
た
一
定
の
不
動
産
等
を
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
組
合
の
組
合 

員
等
に
譲
渡
し
た
場
合
に
お
け
る
納
税
義
務
の
免
除
措
置 

 
 

キ 

農
地
保
有
合
理
化
法
人
等
が
、
土
地
改
良
法
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
換
地
を
、
一 

定
の
期
間
内
に
譲
渡
し
た
場
合
に
お
け
る
納
税
義
務
の
免
除
措
置 

 
 

ク 

外
国
人
留
学
生
の
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
運
営
を
主
た
る
目
的
と
す
る
公
益
社
団
法
人
又 

 
 

 

は
公
益
財
団
法
人
が
取
得
す
る
外
国
人
留
学
生
の
寄
宿
舎
の
用
に
供
す
る
不
動
産
に
係
る 

納
税
義
務
の
免
除
措
置 

 
 

ケ 

農
業
生
産
法
人
が
組
合
員
、
社
員
又
は
株
主
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
か
ら
現
物
出
資 

に
よ
り
取
得
す
る
農
業
の
用
に
供
す
る
土
地
に
係
る
納
税
義
務
の
免
除
措
置 

 

㈡ 

規
定
の
整
備 

 
 

 

不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
及
び
納
税
義
務
の
免
除
措
置
に
係
る
規
定
の
廃
止
に 



 
 

伴
う
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 
公
布
の
日
（
た
だ
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
翌
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す 

べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取

得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
） 

  



 

条 
 

例 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
二
の
三

第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
二
の
三
第
二
項
」
に
改

め
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
十
一
の
四
の
見
出
し
中
「
市
街
地
再
開
発
組
合
等
」
を
「
再
開
発
会
社
」
に
改

め
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
再
開
発
会
社
が
、
第
二
種
市
街

地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴
い
都
市
再
開
発
法
」
を
「
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第

三
十
八
号
）
第
五
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
会
社
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お

い
て
「
再
開
発
会
社
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
二
種
市
街
地
再
開
発

事
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
」
と
い
う
。
）
の
施

行
に
伴
い
同
法
」
に
、
「
こ
の
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
一
項
と
し
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
二
項
と
し
、
第
十
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
十
三
項
か
ら

第
十
八
項
ま
で
を
削
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
十
一
の
五
を
削
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
十
一
の
六
第
一
項
中
「
（
以
下
」
を
「
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
」

に
、
「
。
以
下
」
を
「
。
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
三
十
九
条
の
七
」
を
「
第
三
十
九
条
の

六
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
の
十
一
の
五
と
す
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
十
一
の
七
の
見
出
し
中
「
土
地
改
良
区
等
」
を
「
土
地
改
良
区
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
又
は
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
第
四
項
中
「
又
は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
等
が
第
二
項
の
換
地
を
取
得
し
た
場
合
」
及
び
「
又

は
農
地
保
有
合
理
化
法
人
等
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
を
第
三
十
二
条
の
十

一
の
六
と
す
る
。 

 

第
三
十
二
条
の
十
一
の
八
及
び
第
三
十
二
条
の
十
一
の
九
を
削
る
。 

 

附
則
第
二
十
六
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を

一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
三
号



 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
翌
日
以
後
の
不
動
産
の
取

得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し

て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
十
四
号
）（
保
健
体
育
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る 

 

政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
対
す
る 

 

介
護
補
償
の
額
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

介
護
補
償
の
額
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
一
日 

       



条 
 

例 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る 

 
 

 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
十
万
四
千
七
百
三
十
円
」
を
「
十
万
四
千
五
百
三
十
円
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
六
千
七
百
九
十
円
」
を
「
五
万
六
千
七
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
五
万
二
千
三
百
七
十
円
」
を
「
五
万
二
千
二
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号

中
「
二
万
八
千
四
百
円
」
を
「
二
万
八
千
三
百
六
十
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事 

 

由
が
生
じ
た
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補
償 

 

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
四
号



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条

例
第
四
十
五
号
）（
警
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

東
入
間
警
察
署
の
建
替
え
に
よ
る
仮
庁
舎
へ
の
移
転
に
伴
い
、
同
署
の
位
置
を
変
更
す
る
た 

 
 

 

め
の
改
正 

 
 

 
 

 
 

 

二 

内
容 

 
 

東
入
間
警
察
署
の
位
置
の
変
更 

 
 

「
ふ
じ
み
野
市
」
を
「
入
間
郡
三
芳
町
」
に
変
更
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る 

 

日
か
ら
施
行
す
る
。 

              



条 
 

例 

 
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
東
入
間
警
察
署
の
項
位
置
の
欄
中
「
ふ
じ
み
野
市
」
を
「
入
間
郡
三
芳
町
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
公
安
委
員
会
規

則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

        

埼
玉
県
条
例
第
四
十
五
号



規 
 

則 

 
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
三
年
七
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う 

に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
の
五
の
見
出
し
中
「
市
街
地
再
開
発
組
合
等
」
を
「
再
開
発
会
社
等
」
に
改
め
、
同 

条
中
「
、
第
四
項
、
第
七
項
、
第
十
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
六
項
」
を
削
り
、
「
、
条
例 

第
三
十
二
条
の
十
一
の
六
第
一
項
、
条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、 

条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
八
第
一
項
又
は
条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
九
第
一
項
」
を
「
又
は 

条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
市
街
地
再
開
発
組
合
」
及
び
「
、
住
宅 

街
区
整
備
組
合
、
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
、
事
業
会
社
、
事
業
協
同
組
合
等
」
を
削
り
、
「
、 

土
地
改
良
区
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
外
国
人
留
学
生
の
寄
宿
舎
の
設
置
及 

び
運
営
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
又
は
農
業
生
産
法
人
」
を
「
又
は
土
地
改
良
区
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
中
「
、
第
六
項
、
第
九
項
、
第
十
二
項
、
第
十
五
項
及
び
第
十
八
項
」
を
削
り
、
「
、 

条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
六
第
三
項
、
条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
七
第
四
項
、
条
例
第
三
十 

二
条
の
十
一
の
八
第
三
項
並
び
に
条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
九
第
三
項
」
を
「
及
び
条
例
第
三 

十
二
条
の
十
一
の
六
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
四
条
の
表
三
十
六
の
二
号
及
び
三
十
七
号
中
「
、
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
一
項
、
第 

十
四
項
及
び
第
十
七
項
」
を
削
り
、
「
、
条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
六
第
二
項
、
条
例
第
三
十 

二
条
の
十
一
の
七
第
三
項
、
条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
八
第
二
項
並
び
に
条
例
第
三
十
二
条
の 

十
一
の
九
第
二
項
」
を
「
及
び
条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
三
十
七 

の
二
号
中
「
別
記
様
式
第
三
十
七
号
の
二
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
七
号
の
三
」
に
改
め
、
同
号 

を
同
表
三
十
七
の
三
号
と
し
、
同
表
三
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   

埼
玉
県
規
則
第
四
十
九
号



 

附
則
中
第
十
五
項
を
削
り
、
第
十
六
項
を
第
十
五
項
と
す
る
。 

別
記
様
式
第
三
十
三
号
中 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
、

 

を

に

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
四
号
中

を

に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
１
中

を

に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

 

     

三
十
七
の
二 

  

不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
取
消
通
知
書
（
法
第
七
十
三

条
の
二
十
六
第
二
項
（
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
二

第
三
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
三
第
三
項
（
法

第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
二
項
及
び
法
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
五
第

三
項
並
び
に
法
附
則
第
十
一
条
の
四
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
附
則
第
十
二
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
読
替
え
後
の
租
税
特
別

措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
三
十
項
（
施
行
令
附
則
第
十

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
法
第
七
十
条
の
四
第
三
十
項
を
い
う
。
）
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
の
通
知
書
） 
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「
第

１
０

項
」

 

 



別紙 

不動産取得税減額申告書の書き方 

「２ その他」の場合には、申告書の「減額を受けようとする事由」欄には下表の左欄の事由のいずれかを記入し、「その明細」欄には

対応する右欄の内容を記入してください。 

なお、書ききれない場合は、補助用紙を用いてください。 

「減額を受けようとする事由」欄の記入内容 「その明細」欄の記入内容 

 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第４９条

第１項第６号の助成金又は地方税法施行規則附則第３条の２の１９の助成金の支給を受けて

取得した当該事業所の事業の用に供する施設を、当該取得した日から引き続き３年以上当該事

業所の事業の用に供した。 

１ 施設の所在地 

２ 施設の種類 

３ 床面積（単位は㎡） 

４ 取得年月日 

５ 助成金の額 

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第３９条の３第３項に規定する認

定中小企業承継事業再生計画に従つて事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同法第３９条の３

第１項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が取得した当該譲渡に係る不動産を、当該

取得した日から引き続き３年以上当該計画に係る事業の用に供した。 

１ 不動産の所在地 

２ 地目又は種類 

３ 地積又は床面積（単位は㎡） 

４ 認定年月日 

５ 取得年月日 

６ 用途 

 



 

別
記
様
式
第
三
十
四
号
の
二
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
１
中 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
様
式
第
三
十
六
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
１
中 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
を
次
の
よ
う
に
改
め 

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

項
若

し
く

は
第

６
項

」
 

項
若

し
く

は
第

６
項

」
 

「
若

し
く

は
第

４
項

」
 

「
若

し
く

は
第

４
項

」
 

 

「
、

第
」

 

「
、

 

第
４

項
、

第
７

項
、

第
１

０
項

、
第

１
３

項
若

し
く

は
第

１
６

項
」

 
「

、
第

３
２

条
の

 

１
１

の
６

第
１

項
（

同
条

例
附

則
第

１
６

条
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

さ
れ

る
場

合
を

含
 

む
。

）
、

第
３

２
条

の
１

１
の

７
第

１
項
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「
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別紙 

不動産取得税減額予定の申告書の書き方 

「４ その他」の場合には、申告書の「徴収猶予を受けようとする事由」欄には下表の左欄の事由のいずれかを記入し、「その明細」欄

には対応する右欄の内容を記入してください。 

なお、書ききれない場合は、補助用紙を用いてください。 

「徴収猶予を受けようとする事由」欄の記入内容 「その明細」欄の記入内容 

 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第４９条

第１項第６号の助成金又は地方税法施行規則附則第３条の２の１９の助成金の支給を受けて

取得した当該事業所の事業の用に供する施設を、当該取得した日から引き続き３年以上当該事

業所の事業の用に供する予定 

１ 施設の所在地 

２ 施設の種類 

３ 床面積（単位は㎡） 

４ 取得年月日 

５ 助成金の額 

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第３９条の３第３項に規定する認

定中小企業承継事業再生計画に従つて事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同法第３９条の３

第１項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が取得した当該譲渡に係る不動産を、当該

取得した日から引き続き３年以上当該計画に係る事業の用に供する予定 

１ 不動産の所在地 

２ 地目又は種類 

３ 地積又は床面積（単位は㎡） 

４ 認定年月日 

５ 取得年月日 

６ 用途 
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別記様式第三十七号の二 

 

不動産取得税徴収猶予取消通知書 

 

                              税 第       号 

住所又は                          年  月  日 

所 在 地 

 

氏名又は 

名称（代                  

表者氏名）               様 

 

                                          埼玉県    県税事務所長 □印  

      

  地方税法           の規定により、下記のとおり徴収猶予を取り消したの 

 

で通知します。 

年 度 納税番号 納 期 限 徴収猶予年月日  

  

 

 

年  月  日 

 

     年  月  日 

不動産の 

所 在 地 

 不動産 

の種類 

 

税   額 徴 収 猶 予 税 額 徴 収 猶 予 期 間 取   消   額 

    

取消しの 

理  由 

 

 

 

注意 この通知書に記載された事項について不服があるときは、この通知書を受け取つ

た日の翌日から起算して６０日以内に埼玉県知事に対して審査請求をすることがで

きます。この場合、審査請求書（正副２通）はなるべく県税事務所を経由して提出

してください。処分の取消しの訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県を被告として（埼玉県知事が被告の代表

者となります。）提起することができます。 

   なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ

提起することができないこととされていますが、 

  （１） 審査請求があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき 

  （２） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊 

急の必要があるとき 

  （３） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき 

  は、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

第    条第  項 

附則第  条第  項 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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